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北沢総合支所保健福祉三課移転後の北沢保健福祉センター跡の 

本庁舎仮庁舎としての活用について 

 

現在、本庁舎等整備の基本設計業務委託公募型プロポーザルを実施し、施工計画等の提案を

求めているが、本庁舎整備は長期にわたるため工事中の安全性の確保や工期の短縮を図り、現

敷地内におけるローリング計画をスムーズに行うためには、本庁舎等整備基本構想に示すとお

り、区役所周辺において仮設庁舎として活用できる用地等を確保する必要がある。そのため、

北沢保健福祉センター跡を仮庁舎として活用することとし、建物所有者と建物賃貸借契約の延

長について協議する。 

 

１ 本庁舎仮庁舎について 

（１）北沢保健福祉センターは、民間借上げ施設で平成 30 年 11 月末まで「建物賃貸借契約」

を締結しており、北沢タウンホール改修工事終了後には、北沢保健福祉センター内の保健

福祉三課は北沢総合支所内に移転（平成 30 年 5 月）する予定であり、その後の活用につ

いては、未定である。 

（２）平成 32年度から始まる本庁機能のローリング計画の際には、最低でも 800㎡から 1,300

㎡程度の仮庁舎が本庁近隣に必要であり、床面積約 2,000㎡の北沢保健福祉センターの建

物所有者との事前協議を踏まえ、契約を更新する方向で具体的な賃料交渉等を行うことと

する。賃料については、現賃料を基本に協議する。使用期間は平成 30年 12月から最低 5

年をめどに、改めて協議する。 

 

２ その他の活用について 

（１）一般財団法人世田谷トラストまちづくりについては、平成 30 年 5 月の北沢保健福祉セ

ンター機能が総合支所内へ移転することに伴い移転が必要となるため、北沢保健福祉セン

ター跡に仮移転する。なお、今後本庁舎等整備にかかる仮庁舎の必要規模を精査しながら、

改めて移転時期並びに移転先について検討していく。 

（２）総合福祉センターの機能のうち、梅ヶ丘拠点施設民間棟に移転しない相談事業等につい

て、梅ヶ丘拠点施設区複合棟が完成するまで移転が必要となるが、現在、移転先が未定で

あるため、当該施設に仮移転し、使用する（平成 31年 4月～平成 32年 3月）。 

 

【参考：施設概要】 

  ○所在地  世田谷区松原６丁目３番５号 

  ○築年数  築３３年 

  ○構  造 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 

○延床面積 １９９５．９１㎡ 

資料１ 



  ○施  設 １階 生活支援課／保健福祉課 

        ２階 健診会場 

        ３階 健康づくり課 

  ○契約期間 平成２５年１２月１日から平成３０年１１月３０日（５年間） 

        （平成１５年１２月１日から平成２５年１１月３０日（１０年間）） 

  ○賃 料  月額９，２７３，９６０円（消費税含む） 

  

３ 今後の予定 

 平成２９年 ９月下旬    建物所有者との協議、基本合意の取り交わし 

        ～１０月末 

１０月下旬    本庁舎等整備推進委員会 

  ～１１月上旬 ・建物所有者との協議結果 

１１月      特別委報告（分権・本庁舎） 

常任報告（都市整備、福祉保健） 

               （４定 世田谷区立保健福祉センター条例改正） 

 平成３０年 ３月      北沢タウンホール改修工事終了 

       ５月      北沢タウンホールへ保健福祉三課移転 

               世田谷トラストまちづくり移転 

５月～     北沢保健福祉センター跡改修工事開始 

 

４ 跡活用予定フロー図 

 ・世田谷トラストまちづくり事務室 

【現行：約 400㎡（事務室、ミーティングルーム、サーバー室、ロッカー室）】 

 ・総合福祉センター相談事業等【希望：約 250㎡※調整可能（相談事業・事務スペース）】 

 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度 

本庁舎          

北
沢
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

契約         

1階  

約 470㎡ 

        

2階  

約 550㎡ 

        

3階  

約 390㎡ 

        

本庁舎仮庁舎面積 
 

約 690㎡ 
約 940㎡ 

＋α 

約 940㎡ 

＋α 

約 940㎡ 

＋α 

約 940㎡ 

＋α 

約 940㎡ 

＋α 

約 940㎡ 

＋α 

 

契約期間 5 年間（平成 30 年 12 月～平成 35 年 11 月） 契約期間 2 年間（協議） 

（平成 35 年 12 月～平成 37 年 11 月） 

5月～ 世田谷ト

ラまち 400 ㎡ 

総福 250 ㎡ 

改
修
工
事 

本庁舎 550 ㎡ 
本庁舎 300㎡ 

本庁舎 390 ㎡ 

本庁舎等整備 

 470 ㎡ 

550 ㎡ 

390 ㎡ 


